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公共土木施設応急復旧ガイドラインの運用について

① 新たなルールを作ったものではないこと

② 必要に応じ専門技術者の意見を聞くこと

③ 全ての決定の権限は施設管理者にあること

④ 使用者を限定したものではないこと

本ガイドラインは、工法決定までの時間が短縮できるよう、既存の資料や知見を整理したもので、 地域防災計画や道路啓開計画、
大規模災害時における応急対策業務に関する協定などの取り決めの運用を変えるものではない。

■運用に当たっての留意事項

■公共土木施設応急復旧ガイドラインの考え方

確認が困難な場合においては、施設管理者が専門技術者の意見を聞くようにする。
橋梁においては、ガイドラインの適用が困難な場合は参考資料として使用する。

公共土木施設の復旧の要否や工法の決定、また、通行止めの要否等を決定するのは、あくまでその施設の管理者である。

基本的には、県の職員を対象に本ガイドラインを策定しているが、大規模災害発生時には県内全域で迅速な救援ルートの確保等が
必要となるため、市町職員にも活用してもらうことを考慮して取りまとめを行っている。

○主に救援ルートの確保に必要な道路施設を中心に記載

○専門技術者の判断が必要となる橋梁についても参考に記載

○被災状況に応じて道路以外の施設にも適用可

なお、「大規模災害時における応急対策業務に関する協定」には、応急業務施工者が応急対策業務を実施する際に、緊急車両の通
行の確保や人命の保護、財産の保全のため緊急を要する場合は、協定締結業者が自主的判断で必要かつ最小限の応急対策業務
を行うことができると規定されており、その業務を行う際の手引書としての使用も想定している。
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大規模災害時における応急対策業務に関する協定について

■応急対策業務の実施

県や市町の職員は、大規模災害時に応急復旧を行う場合は、本ガイドラインを利用し応急対策を進めていく

▼協定書の一部抜粋

・愛媛県からの協力要請及び地方局長からの指示があった場合

※必要な場合は、あらかじめ定める範囲で自主的判断により実施可能。
※震度５強以上の地震が発生した場合は、愛媛県からの協力要請及び地方局長から

の指示があったものとみなし、あらかじめ定める範囲で自主的判断により実施可能。

協定での実施基準

県、市町職員・・・大規模災害が発生した時
建設業者・・・大規模災害が発生し、協定に基づき自主的

判断で応急対策業務を実施する時

本ガイドラインの利用

建設業者が協定に基づき自主的判断で応急対策業務を行う場合は、本ガイドラインを利用し応急対策が可能
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第１章 総則（1/3）

1-1.ガイドライン策定の背景と目的
1-1-1.背景

○全国各地で大規模災害発生、南海トラフ地震の切迫
○救援ルートの迅速復旧が重要な課題
○通信手段の断絶
○工法決定に時間がかかる

「オール愛媛」体制で迅速な救援ルートの確保

東日本大震災 防災拠点の被災 益城町渋滞状況

1-1-2.目的

○応急復旧工法の標準化
○県職員・市町職員・建設業者間での情報共有

熊本地震でパターン化されている応急復旧工法

1-1-3.愛媛県の災害被害想定
○南海トラフ巨大地震による液状化、土砂災害、津波の

1-1-4.平成16年豪雨災害の被害状況
○局地的な集中豪雨により、土砂災害や河川災害が多発
○多くの公共土木施設に被害を及ぼす

被害想定結果を示す

建設業者自らの応急復旧工法の決定・工事の実施を
可能にし、調査及び設計に要する期間を短縮

液状化危険度分布

○東予、中予、南予での被害発生状況の違いをみる

急傾斜地崩壊危険箇所
危険度ランク分布

最高津波水位予測図

【出典：愛媛県地震被害想定調査報告書(平成25年12月)】

1-1-5.平成30年7月豪雨災害の被害状況
〇梅雨前線により、県内各地で100年に1回の発生確率

の規模の降雨
〇県内各地で公共土木施設の被害が発生

平成30年7月豪雨 被害状況

4



第１章 総則（2/3）

1-2-1.ガイドラインの位置づけ

1-2-2.対象施設及び被害形態

○災害発生から応急復旧の完了に至るまでのうち、応急調査から応急復旧の
完了までを本ガイドラインの対象とする （緊急措置等は参考掲載）

○発災後３日間程度～１週間程度で対応できる被災規模に対する応急復旧工法

○盛土、切土、橋梁、付帯施設（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）、占用・沿道施設（ﾏﾝﾎｰﾙ等）

盛土 切土 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ マンホール

図1-1 本ガイドラインの対象範囲

橋梁

1-2.ガイドライン策定の基本方針

表1-1 対象施設及び被害形態○過去の災害をもとに各施設における被災状況のパターン化を行った

図1-2 被災状況のパターン化結果(一部抜粋) (左図：盛土、中図：切土、右図：橋梁)
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第１章 総則（3/3）

1-3.ガイドライン利用の基本方針
1-3-1.対象とする災害
○南海トラフ地震をはじめとした地震・津波による災害
○台風や豪雨による災害

1-3-2.ガイドライン利用者
○県・市町の災害対応に従事する職員
○応急業務施工者

1-4.用語の定義

1-5.ガイドライン全般の留意事項

○ 被災状況や応急復旧状況等の報告の徹底
○ 通行規制の実施における留意点

1-5-2.施設管理者との連携

○ 復旧箇所の選定および優先順位は道路啓開計画等の他の計画に基づく
○ 日頃から重要な路線の有無を把握しておくことが望ましい

1-5-1.応急復旧箇所の選定について ○ 二次災害による人的被害発生の抑止
○ 余震や降雨等に対する留意点

1-5-3.二次災害への安全対策

○ 技術革新による応急復旧工法の見直し
○ 応急復旧工法の他施設への流用の検討

1-5-5.その他

東日本大震災の津波 H16東予の台風による土砂災害

1-3-3.ガイドラインの利用方法

肱川の豪雨災害

表1-2 利用方法

○災害発生から応急復旧完了までの
作業内容を示す（右表1-2）

1-5-4.災害査定への対応
○ 災害査定を見据えて被災状況等の写真撮影の徹底
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第２章 緊急措置

2-2.緊急調査
2-2-1.目的
○全体的な被害の概要を把握
○通行可否を判定
○重大な二次災害の危険性箇所を把握
○専門技術者による応急調査が必要かを判断

2-2-2.実施方法
○速やかな点検着手
○全体的な被災概況の把握を優先
○定期的な報告

2-2-3.携行機材

○二次災害による人的被害の防止
○早急な通行確保のための事前措置

○通信機材、位置確認機材等

図2-1 緊急調査記録表

2-3.緊急措置
2-3-1.目的

○通行規制
○簡易な復旧措置（人力により可能な程度の措置）

2-3-2.緊急措置の内容

2-3-3. 選定フロー

調査時に参考とする
緊急調査記録表を作成

通行規制 簡易な復旧措置① 簡易な復旧措置②全面通行止め

2-1.緊急措置の流れ 緊急調査の実施 緊急措置の選定・実施 緊急措置の完了
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第３章 応急復旧 一般構造物編（1/4）

3-2.応急調査
3-2-1.目的
○ 応急復旧及び本復旧に向けた施設の被災度を把握
○ 余震や降雨等に対する二次災害防止に関する情報を収集

3-2-2.実施方法
○調査部位、調査方法の検討
○定量的な被災規模の把握
○被災箇所周辺状況の確認

表3-1 調査部位と被災の種類

左記施設の被災度判定表、応急調査時に用いる記録表を作成

図3-2 被災度判定表 (一部掲載)図3-1 応急調査記録表

3-1.応急復旧の流れ 応急調査の実施 応急復旧工法の選定 応急復旧工事の実施 応急復旧の完了

 

□崩土除去工

□舗装工
□目地補修工

□土砂充てん

□不安定箇所の除去

調査日時 年 　　月　 　日　

調査回数

被災のある施設 　□盛土（路面含む）　　　□切土　　　□付帯施設(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ)　　　□占用・沿道施設（　　　　　　　　　）

※ 路面損傷(段差や亀裂)がみられ、当該部の下にボックスカルバートがある場合は、ボックスカルバートの調査も行うこと。

※応急復旧工法欄の記入については、選定フローを用いて応急復旧工法が決定した後に、報告用資料として実施した工法をチェックす
るために用いること。

（□ Ａｓ ,　□ Ａ ，　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）
( D )　　 　□確認困難

□被災箇所周辺に民家や公共施設があり、
　 人的被害の拡大の可能性がある

□崩土・落石除去工
□不安定部分の切土工

□崩土防護工

□押え盛土工
□仮設防護柵工

□迂回路工

□仮設排水路工
□シート被覆工

□仮設ガードレール
□ あり
□ なし

□被災箇所周辺に民家や公共施設があり、
　 人的被害の拡大の可能性がある

□ あり
□ なし

（□ Ａｓ ,　□ Ａ ，　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）
( D )　　 　□確認困難

□崩壊後の残存斜面に、さらなる崩壊の危険性

　 がみられる箇所がある

のり面保護工の損傷

□ あり

□ なし

（                      　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難

斜面崩壊

被害の有無、被災度

緊急輸送

道路

　【机上調査】

　　　　□ 一次 ,　□ 二次 ,　□ 指定なし

応急復旧工法

□墳砂・墳土の撤去
□土砂充てん

□盛土工

□アスファルトシール
□ｱｽﾌｧﾙﾄﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

□舗装工
□土のう積工
□大型土のう積工

□護岸嵩上げ工
□土留矢板工
□仮橋工

□迂回路工
□仮設排水路工

□アスカーブ

□シート被覆工
□仮設ガードレール

堤防道路の沈下

応急調査記録表(一般構造物編) 【　　　　　　　　　　　　　事務所】

路線名

被災場所

住所：

被災延長 緯度：　　　　　　　　経度： 調査者

道路

幅員等

盛土

【被災度判定表①】

切土

【被災度判定表②】

目地の開き

躯体コンクリートの剥離

付帯施設

(ボックスカルバート)
【被災度判定表③】

斜面崩壊・落石崩壊

擁壁の損傷・倒壊

躯体の沈下・浮上がり

車線数 ：      　車線 - 車道幅員(         m)

歩道　  ：　□無し　，　□片側　，　□両側

路面沈下

液状化による墳砂・憤土

堤防道路の崩壊

路面損傷

対象施設 被災の種類

【被災写真・スケッチ、位置図、被災状況コメント、メモ等】

□ あり

□ なし

占用・沿道施設
(ﾏﾝﾎｰﾙ・排水施設)
【被災度判定表④】

（                      　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難

（                                  　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難

□除去工
□ｱｽﾌｧﾙﾄﾊﾟｯﾁﾝｸ

□舗装工
排水施設の損傷

マンホールの隆起

□ あり

□ なし

□ あり

□ なし

□ あり

□ なし

□ あり

□ なし

（                      　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難

（                      　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難

（                      　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難

□ あり

□ なし

（　　　　 　□ Ａ ，　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）

( D )　　　 □確認困難

□ あり
□ なし

（　　　　 　□ Ａ ，　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）
( D )　　 　□確認困難

□ あり

□ なし

（                      　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難

□ あり
□ なし

（□ Ａｓ ,　□ Ａ ，　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）
( D )　　 　□確認困難

□崩土撤去により、崩壊斜面の安定性が

　 損なわれる可能性がある

□ あり

□ なし

（                                  　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難

□ あり

□ なし

（                      　□ Ｂ ，　□ Ｃ ）

( D )　　 　□確認困難
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第３章 応急復旧 一般構造物編（2/4）

3-3.応急復旧
3-3-1.目的
○ 早急な道路交通の確保
○ 余震や降雨等による二次災害の防止

3-3-2.応急復旧工法の種類

表3-2 応急復旧工法の一覧表

図3-3 応急復旧工法の説明資料 (一部抜粋)○ 本ガイドラインで取り扱う応急復旧の一覧表を示す
○ 各工法の内容を文章と概略図または事例写真を用いて説明
○ 施工上の留意点をとりまとめる

3-3-3.応急復旧工法の選定
○ 被災箇所の状況に応じた工法選定

○ 応急復旧の目的および被災箇所の被災度に応じた工法選定

盛土 切土 ボックスカルバート その他

・墳砂・墳土の撤去 ・崩土・落石除去工 ・崩土除去工 ・除去工

・土砂充てん ・不安定部分の切土工 ・舗装工 ・アスファルトパッチング

・盛土工 ・崩土防護工 ・目地補修工 ・舗装工

・アスファルトシール ・押え盛土工 ・土砂充てん

・アスファルトパッチング ・仮設防護柵工

・舗装工 ・迂回路工

・土のう積工

・大型土のう積工

・護岸嵩上げ工

・土留矢板工(親杭横矢板壁)

・土留矢板工(鋼矢板壁)

・仮橋工

・迂回路工

・仮設排水路工 ・仮設排水路工 ・不安定箇所の除去

・アスカーブ ・シート被覆工

・シート被覆工 ・仮設ガードレール

・仮設ガードレール

二
次
災
害
の

防
止

応
急
復
旧
工
法

走
行
性
の
確
保
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図3-4 応急復旧工法の選定フロー（一部掲載 上段：盛土、下段：切土）

第３章 応急復旧 一般構造物編（3/4）

応急復旧工法の選定フロー

○ 各施設の応急復旧選定フローを作成し、フローに従って工法選定を行う

1
0



第３章 応急復旧 一般構造物編（4/4）

3-3-4.応急復旧工法の標準図
○ 各応急復旧工法の概算費用や工期、必要な資機材のとりまとめを行い、工法選定から工事着手までの期間を短縮
○ 応急復旧工法の河川・港湾・海岸・砂防施設への適用例を提示

表3-3 標準図を作成した応急復旧工法

図3-5 標準図（一部抜粋）

3-4.留意事項
○応急調査時の写真撮影について
○応急調査後の通行規制方法の変更について

施設 部位 被災の種類 応急復旧工法

縦断亀裂や崩壊 土砂充てん、土のう積工、シート被覆工

沈下やすべり崩壊・はらみ出し 盛土工、土のう積工、シート被覆工

河道 河道の埋塞 崩土除去工、瀬替

護岸

岸壁

物揚場

荷さばき地

道路

橋梁

堤防

護岸

渓流保全工

地すべり防止施設 移動、沈下、亀裂、崩壊
押え盛土工、排土工、
仮設防護柵工、シート被覆工

急傾傾斜地崩壊防止施設 移動、沈下、亀裂、崩壊 仮設防護柵工

砂防施設

河川施設の護岸と同様

堤防
護岸河川施設

移動、沈下、陥没、亀裂 土砂充てん、土のう積工、シート被覆工

道路施設の道路と同様

道路施設の橋梁と同様

港湾施設

移動、沈下、亀裂、崩壊
土のう積工、根固めブロック、矢板工、
シート被覆工

海岸施設

表3-4 応用が可能な公共土木施設

○ 被災度判定基準の取り扱いについて
○ 本復旧との位置づけについて

○ 標準図の利用について
○ 応急復旧後の車両通行幅員について
○ 崩土等の除去における廃棄物の取り扱いについて

項目 詳細

舗装工 舗装工 ①

大型土のう積工(1列配置) ②-1

大型土のう積工(2列配置) ②-2

迂回路工 － ③

崩土・落石除去工 － ④

崩土防護工 ⑤

押え盛土工 ⑥

仮設防護柵工 崩土防護柵工 参考③

樹脂系プレート設置

鋼板設置

切返し盛土 ⑩-1

切返し盛土+段切り ⑩-2

親杭横矢板壁 参考①

鋼矢板壁 参考②

標準図番号

盛土

⑧

切土 大型土のう積工

付帯施設
(ボックスカルバート)

目地材補修工

占用・沿道施設
(マンホール・排水施設)

舗装工 アスファルトパッチング ⑨

盛土 土留矢板工

土のう積工

河川施設 堤防復旧

施設
応急復旧工法

1
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第４章 応急復旧 橋梁編（1/4）

4-2.応急調査
4-2-1.目的
○ 応急復旧及び本復旧に向けた橋梁の被災度を把握する
○ 周辺状況を確認する

4-2-2.実施方法
○調査部位、調査方法、近接方法等を十分検討する
○ 落橋につながる可能性のある損傷に対して調査し、記録を残す
○ 定量的な被災規模の把握に努める

表4-1 調査部位と被災の種類

左記部位の被災度判定表、応急調査時に用いる記録表を作成

図4-2 被災度判定表 (一部掲載)図4-1 応急調査記録表

4-1.応急復旧の流れ 応急調査の実施 応急復旧工法の選定 応急復旧工事の実施 応急復旧の完了

1
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第４章 応急復旧 橋梁編（2/4）

4-3.応急復旧
4-3-1.目的
○ 耐荷力の確保（二次災害の防止）
○ 走行性・安全性の確保（早急な道路交通確保）

4-3-2.通行規制方法の選定

応急調査

耐荷力
に関する被災

判定

Ｂ：中被害 Ｃ：小被害 Ｄ：被害なしＡ：大被害Ａｓ：落橋・半倒壊

走行性
安全性

に関する被災
判定

ｂ：通行注意ａ：通行不可 ｃ：被害なし

総合判定

B－ａ

C－ａ

D－ａ

Ｂ－ｂ

Ｂ－ｃ

Ｃ－ｂ
Ｄ－ｂ

Ｃ－ｃ Ｄ－ｃ

規制不要
全面

通行止め
全面

通行止め
全面

通行止め
規制不要

【被災程度】

・落橋、流出

・倒壊、半倒壊

【被災程度】

・耐荷力の低下

・落橋等致命的な
被害の可能性有

【被災程度】

・耐荷力の低下

・余震、活荷重による
損傷の進行無

・当面の利用可能

【被災程度】

・短期間では耐荷力

の低下に影響無

【被災程度】

・走行できない

【被災程度】

・支障はあるが

走行は可能

【被災程度】

・支障なし

通行規制

○応急復旧工法の選定に先立ち、緊急措置として行った
通行規制を継続するか通行規制を変更するかの判断が必要

○応急調査記録表を用いて通行規制方法の選定行う
※本来すべての決定の権限は施設管理者にあるため、あらかじめ施設管理者と

建設業者で対応を取り決めておくことが必要

図4-3 通行規制事例

図4-4 通行規制方法の選定フロー図

1
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4-3-3.応急復旧工法の種類

表4-2 応急復旧工法の一覧表

図4-5 応急復旧工法の説明資料
○ 本ガイドラインで取り扱う応急復旧の一覧表を示す
○ 各応急復旧工法の内容を文章と事例写真を用いて説明
○ 施工上の留意点をとりまとめる

4-3-4.応急復旧工法の選定

○ 選定フロー図に従って工法選定

○ 応急復旧の目的および被災箇所の被災度や状況に応じた工法選定

○ 被災状況によっては複数の応急復旧工法を併用

図4-6 応急復旧工法の選定フロー図

目的 耐荷力の確保 走行性の確保 安全性の確保 検討優先度 

応
急
復
旧
工
法 

・けた仮受け工 

・断面修復工 

・代替部材設置工 

・当て板補修工 

・変形修正工 

・ひびわれ注入工 

・橋面覆工 

・舗装工（路面すりつけ工） 

・仮橋工 

・迂回路工 

 

 

 

・防護柵補修工 

 

高

低

第４章 応急復旧 橋梁編（3/4）

【凡例：応急復旧工法】

：耐荷力確保

：走行性確保

：安全性確保

　　　　※1　応急調査記録表(橋梁編)を用いて判定すること

　　　　※2　損傷の部位、種類および規模、架橋条件等を考慮して応急復旧工法を選定すること

　　　　※3　応急復旧工法の並び順は、応急復旧工法の検討優先度順である。

けた仮受け工

B－ａ

Ｂ－ｂ

Ｄ－ｃ

Ｃ－ｃ

ＡＡｓ

応急復旧不 要
仮橋工

C－ａ

D－ａ
Ｃ－ｂ
Ｄ－ｂ

Ｂ－ｃ

防護柵補修工

耐荷力に
関する判定※1

走行性
安全性に関す

る判定※1

C、D

B

Ａｓ、Ａ

ｃａ、ｂ走行性
安全性に関す

る判定※1

ａ、ｂ ｃ

応急調 査

応
急
復
旧
工
法
の
選
定
※
2

迂回路工

ひびわれ注入工

断面修復工

代替部材設置工

当て板補修工

変形修正工

橋面覆 工

舗装工(路面すりつけ工)

仮橋工

迂回路 工

けた仮受け工

ひび われ注入工

断面修 復工

代替部材設置工

当て板補修工

変形修 正工

橋面覆工

舗装工(路面すりつけ工)

防護柵補修工

けた仮受け工

ひび われ注入工

断面修 復工

代替部材 設置工

当て板補修工

変形修 正工

橋面覆工

舗装工(路面すりつけ工)

防護柵補修工

1
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第４章 応急復旧 橋梁編（4/4）

4-3-5.応急復旧工法の標準図

○ 各応急復旧工法の概算費用や工期、必要な資機材のとりまとめを行い、
工法選定から工事着手までの期間を短縮

表4-3 標準図作成対象の工法

図4-7 標準図(一部掲載)

4-4.留意事項

○ 応急調査方法について

○ 応急調査時の写真撮影について

○ 通行規制方法・応急復旧工法選定フローの取り扱いについて

○ 本復旧との位置づけについて

○ 標準図の利用について

○ 応急復旧後の車両通行幅員について

目的 応急復旧工法 標準図番号 

耐荷力の確保 けた仮受け工 ① 

走行性・安全性の確保 
橋面覆工 ② 

舗装工（路面すりつけ工） ③ 
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参 考 資 料

1. 大規模災害時における応急対策業務に関する協定書

2. 災害査定について

4. 応急復旧工法の事例集

7. 緊急連絡先一覧表

8. Ｑ＆Ａ

○ 大規模災害時における応急対策業務に関して、（一社）愛媛県建設業協会および愛媛県建設産業団体連合会との
協定書を示す

○ 災害査定に必要な被災現場の写真について、写真撮影時の一般的な留意事項や施設別の留意事項を示す

○過去に起きた災害で採用された応急復旧工法の事例の取りまとめ結果を示す

○ 施設管理者や関係機関等の連絡先一覧表を示す

○ 本ガイドラインのＱ＆Ａを示す

応急復旧工法事例集(一部掲載)

3. 調査記録表の記載事例
○緊急調査及び応急調査時に用いる記録表の記載事例を示す

5. 緊急輸送道路連絡図
○愛媛県が指定する一次緊急輸送路と二次緊急輸送路の一覧表と連絡図を示す

6. 情報伝達系統図
○災害が発生した状況において、県災害啓開本部または県災害対策本部が

設置された場合の情報伝達系統図を示す
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